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1．背景 
 

1.1 検討の経緯 
 

自動運転については、ＩＴＳ・自動運転に係る政府全体の戦略である「官民 ITS

構想・ロードマップ」を 2014 年に策定以降、毎年の改定により、今後の方向性等の

共有を進めた結果、関係する多くの府省庁や民間企業等において、具体的な連携や

協調に向けた取組が進められてきた。 

こうした官民一体の取組により、2021 年に世界初の自動運転レベル３の乗用車の

上市が実現し、2022 年には道路交通法改正により、自動運転レベル４に向けた制度

整備が行われ、2023 年には福井県永平寺町において、日本初のレベル４での無人自

動運転移動サービスが開始されるなど、自動運転の社会実装に向けた取組が着実に

進められている。 

しかしながら、自動運転が地域の暮らしを支えるモビリティとして事業化されて

いるかを見ると、実証実験止まりになっているケースが多く、現時点では、米国や

中国のように事業化がイメージできるような取組事例はまだ少ない。 

  このため、自動運転技術をはじめ地域のモビリティを支えるデジタル技術を積

極的に活用した、安全なモビリティサービスの社会実装に向け、デジタル社会推

進会議の下に「モビリティワーキンググループ（以下「ＷＧ」）」を設置し、各府

省庁が力をあわせて講ずべき対策をモビリティ・ロードマップとしてとりまとめ

ることとした。また、同ＷＧの下に、自動運転の社会実装を進める上で重要な課

題である法的責任判断に関する予測性を高めることで、安全な自動運転車の普及

促進と被害者の十全な救済の確保を目指す、「ＡＩ時代における自動運転車の社会

的ルールの在り方検討サブワーキンググループ（以下「ＳＷＧ」）」を設置し、そ

のために必要な取組をまとめることとした。 
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1.2 地域の交通サービスをめぐる現状と課題 
 

  今後、日本の人口は、2050 年には全国の居住地域の約半数が現在の半分以下にな

ると予測されている。こうした急速な人口減少が進めば、店舗の減少、病院・学校

の統廃合・移転等により、身近にあった生活機能の分散化が進むだけでなく、バス、

タクシー、鉄道等の公共交通サービスも、特に人口減少傾向が顕著な地方を中心に

その供給を維持することが困難になる恐れがある。こうした動きに加え、高齢化と

高齢ドライバーの運転免許の自主返納が進めば、結果として、暮らしに必要な移動

に支障が生じることにもなりかねない。 

  特に、地域の公共交通をめぐる状況を見ると、長期的な利用者の減少、コロナ禍

の影響による急激な需要の落ち込みなど、交通事業者の経営環境の悪化が著しく、

例えば路線バスに至っては、大半の事業者が赤字経営の状況となっている。加えて、

これら交通を支える運転業務の従事者の賃金水準は必ずしも高いとは言えず、全就

業平均の２倍という有効求人倍率が示すとおり、人手不足が深刻な状況にある。 
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 このまま人口減少が続けば、特に地方において、採算の悪化等から撤退する事業

者が増える恐れがある。また、それにより、残る事業者にとってカバーせざるを得

ないエリアの拡大と需要密度の低下を招けば、事業採算性悪化の悪循環に歯止めが

かからなくなる。 

  このような状況において、地域で不可欠な移動サービスを維持し、その質を低下

させないようにしていくには、地域産業や利用者の生活にはどのようなサービスが

必要かをしっかり把握し、需要をデータの形で的確に捉え、車両、ドライバーなど

の限られたサービス供給のリソースをこれまで以上に効率的に運用する事が欠か

せない。また、自動走行車両はもとより、デジタル技術の活用を通じ、モビリティ

に関わる投資・運用コストを削減し、利便性の向上を図るなど、その生産性を引き

上げることで、地域の暮らしにおける移動を守っていくことが必要となる。 

 

1.3 新たなモビリティサービスの出現と課題 
 

前述のとおり、地域公共交通をめぐる状況は非常に厳しい状況にある一方、国外

に目を向けると、自動走行車両はもとより、デジタルを活用した新たな技術を活用

し、従来の交通サービス形態にこだわらない、モビリティサービスとでも呼ぶべき

新たな業態やサービスの導入も始まっている。 

例えば、旅客輸送サービスとして、オンデマンド交通、自動運転等が、貨物輸送

サービスとして、ドローン、自動運転等が、また、それを支える技術として、ＧＰ

Ｓ、配車アプリ、センサー技術、高精度三次元地図、ＡＩ等が挙げられる。 
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こうした新たなサービスや技術が、地域の抱える移動に関する課題の改善に役立

つことも期待される。 

例えば、スマートフォン等ポータルデバイスや高精度のナビゲーションシステム

の普及は、交通サービスの利用者、供給者の需給のマッチングと地理に精通しない

者でも確実に目的地を目指せる環境を構築した。さらには、ＧＰＳやＡＩを活用な

どデジタルに係る技術進歩やインフラの普及により、これまでにない形で需要の見

える化ができるようになり、経路や配車をリアルタイムで効率化するＡＩオンデマ

ンド交通のサービスや共同送迎など、場所と場所を結ぶ交通を、人とサービスを結

ぶものに変えるようなサービスが開始されつつある。 

 

  このような新たなモビリティサービスの開発と導入は、一部の国々では急速に進

展しつつあると言える。 

  例えば、自動運転の先進的な事例をみると、米国では、Waymo、Cruise が、中国で

は、Baidu、Momenta、Pony.ai 等が、自動運転に必要なデータの蓄積、活用を進めた

結果、その技術を飛躍的に向上させ、実証ではあるものの、街路や霧等の悪天候下

においても一般車両と混在して走行し、習熟したプロのドライバーと比較しても遜

色のない運転技術を披露している事例も見られる。 

 

 

  （海外における自動運転の状況） 

     Waymo(米国) 

  自動運転レベル４サービス相当。サンフランシスコ等で、混在空間において走行。サ

ンフランシスコ郡の一部とサンマテオ郡の一部において、制限速度 65mi/h（約 105km/h）

以下の公道で、商用サービスに使用する許可を得ており、雨や薄霧でも運行可能。 

     Cruise(米国) 

   自動運転レベル４サービス相当。サンフランシスコの指定された地域内の一般道路

で、最高時速 30mi/h（約 48km/h）の商用サービスに使用する許可を得ていた。雨や薄

霧でも運転可能。日本でも、自動運転レベル４サービスを計画中。 

Baidu（中国） 

  自動運転レベル４サービス相当。重慶市、武漢市等の特定エリアにおいて、リアルタ

イムの運行監視による無人運転タクシーサービスを提供。 

     Momenta(中国) 

  自動運転レベル４に向けたシステム開発。データ駆動型のアプローチ。 

     Pony.ai(中国) 

  自動運転レベル４に向けたシステム開発。悪天候下の混在空間を走行。 

 

  海外で急速に進む、デジタル技術を活用した新たなモビリティサービスの構築は、

これらの国に、新たな技術やサービスに対する社会的受容性の高さや、これを積極

的に支えるデータの集積・利活用環境が整っている面も大きい。 
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この点、我が国では、新たなサービスや技術に対する社会的受容性が比較的厳し

いとの指摘があり、また、各当事者が抱えているデータの連携・共有も乏しいこと

なども影響し、その事業化に出遅れている面があるのではないか。 

一方で、自動走行技術を支える個々の要素技術では、我が国が他国と比べ相対的

に強みを持っているものも多くあると考えられることから、海外で進む新たなデジ

タル技術の活用で、何故、我が国が出遅れるのか、技術の成熟に欠かせないデータ

の連携・共有等、社会実装と事業化を阻む要因を早急に特定し、計算資源の確保等

を含め、データの内容に応じて具体的な対応をとっていくことが必要となろう。 
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2．基本的な考え方 
 

2.1 求められる施策 
   

以上のような状況を踏まえると、第一に、人口減少に伴う事業採算性の悪化や維

持に苦しむ地域の既存交通サービスに対し、人の移動に加え物流も視野に据え、ド

ローン、サービスロボット等の新たな搬送手段や技術の活用を積極的に視野に入れ

ながら、その生産性を改善させるために必要となる方策を明らかにする必要がある。 

具体的には、人流データ、位置情報等を積極的に活用した運行管理システムの導

入や MaaS 活用など、減少する需要に対し、ドライバー、車両等のリソースが限られ

た供給側の生産性を積極的に維持・向上させるための取組が必要となる。 

また、そこでは、供給側におけるデジタル技術の活用はもとより、データやサー

ビスを連携するアーキテクチャを前提とした、需要の可視化や、公共サービスを支

えるコミュニティの形成、移動需要の効率化や、新たな移動需要の積極的な創出も

視野に入れたまちづくりなど、需要側からのアプローチについて、積極的に取り入

れていくことが必要となろう。    

第二に、ドライバー不足という根本的課題に対応するため、自動運転技術の事業

化を急ぎ、交通サービスや物流サービスから、より資本集約的な生産性の高い、新

たなモビリティサービスへのシフトと、設備・システムのライフサイクル等を考慮

した産業化を急ぐ必要があるだろう。 

そのためには、車両の初期導入コストの低減、走行環境全体での投資の最適化、

自動走行技術を積極的に活用した場合の社会的ルールの再整理と社会的受容性の

向上等、相互に関連した複雑な施策を、タイミングを同期させつつ、着実に実現し

ていくことが必要となろう。 

 

両者の課題は、前者を主として需要側からのアプローチ、後者を供給側からのア

プローチとして、同時に関連する的確な施策を打つことで解決を図り、需給両面か

ら、既存のサービスの新たなモビリティサービスへの脱皮を促していくことで、新

たな技術の社会実装を進めていくことが必要となろう。 

ここで重要となるのは、民間事業者が自ら実践する取組（自助）、民間事業者間や

官民間で協調して開始する取組（共助）及び国・自治体が積極的に支援・整備する

取組（公助）が、相互に同期しながら、タイミング良くその具体化を図っていくこ

とである。いずれかの取組だけが突出しても、それぞれが無駄な投資や努力に終わ

る公算が高く、かつ、この作業は、需要側からのアプローチを積極的に組み込むこ

とで、相乗的に効果が高まる可能性が高い。 

 

これら取組を進める上での課題の相関関係を、いくつかの論点とともに図示する

と以下のようになる。 



8 

 

  

第一に、経営環境の悪化や維持に苦しむ地域の交通サービスに投資を促していく

ためには、地域を支えるモビリティサービスの未来をその地域の社会的課題として

積極的に捉え、新たな需要の創出を含むその可視化を進めるとともに、それによっ

て支えられる様々な地域のサービスの持続可能性や、暮らしの質の向上、自動運転

技術の導入による安全性の向上等、ソーシャルインパクトを明確化していくことが

必要となるだろう【図の右側】。 

 

第二に、これらの問いかけに供給側が積極的に動いていくことが欠かせない。そ

のためには、ただでさえ投資体力の乏しい地域の事業者でも取り組むことができる

ような導入/運行費用の支援と、それを活用したビジネスモデルの再構築を公助と

自助の重ね合わせに加えて、住民互助等による解決策の積極的導入も視野に入れな

がら、実現していくことが必要となろう。【図の左側】 

 

第三に、こうしたサービスの安全性を向上するとともに、供給事業者の投資負担

を分散し、その実現を加速するためにも、路車協調の実践やデータの連携共有、分

散型の協調制御の実証と導入等、官民や民民の協力による効果的な事業環境の構築

に向けた共助の取組を引き出していくことが必要となろう。その際には、通信イン

フラや電源等を持つエネルギー企業の協力など、分野を超えたインフラシェアリン

グ等も欠かせない。【図の中段】 

 

第四に、国の側では、こうした課題に答える新たな公道インフラの整備を促進し、

規制緩和などとともに、新たなモビリティサービスに適したデジタルライフライン

の整備への期待に積極的に応えていくことが必要だろう。【図の下段】 

 

第五に、新たな技術の発展と安全性の確保を高度に両立させるため、対応する社

会的ルールの明確化や、それを支える環境の整備、これらを通じた新たなサービス

や技術の社会的受容性を積極的に引き上げていく取組も必要となろう。【図の下段】 
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2.2 施策の段階的・集中的投入 
 

こうした複雑に絡み合う施策を効果的に実現していくためには、その実現ステー

ジにあわせて、関係各府省庁の施策を、段階的・集中的に効率よく投入し、その相

乗効果を最大限得ていくことが必要である。 

このため、本ＷＧでは、必要な施策を、 

短期的な取組：総括的事業実証ステージ 

中期的な取組：先行的事業化ステージ 

長期的な取組：本格的事業化ステージ 

の３ステージにあわせてとりまとめ、関係府省庁や関係事業者に、相乗効果の高い

形での取組の具体化を求めることとした。 

なお、（）内の年度設定は、ロードマップ 2024 における仮説とし、施策の進捗状

況に応じて適宜適切に見直しを行っていくこととする。 

 

 短期的な取組：総括的事業実証ステージ（2024 年度） 

   各事業者が技術的には実証された自動運転やデジタルを利用した新たな

運行管理サービス/アプリ等を事業実証的に導入し、運行の担い手をイメー

ジできるようにするステージ。 

（重点を置く取組） 

・自動運転の事業化に向けた技術の習熟化・高度化 

・自動運転の事業化加速のための審査手続の透明性・公平性の確保 

・自動運転等新たな技術を活用した事業に対する受容性向上（必要性、

安全性、コスト負担） 

      

 

中期的な取組：先行的事業化ステージ（2025～2026 年度） 

総括的事業実証（継続的な事業の実施）の結果、先行的事業化の見込み

があるところに集中的に政策資源を投入し、事業継続や広く事業化を進め

ていくための課題を抽出。時間を要するインフラ整備等の道筋も検討しつ

つ、業態にまたがる自動運転車両の活用に係る取組も含めて、本格的な事

業化に向けた施策のラインアップを整え、複数地域での事業化を実現でき

るようにするステージ。 

（重点を置く取組） 

・自動運転等新たな技術の導入コストの低減・負担の合理化 

・データの収集・共有の加速、路車協調等協調領域での技術の高度化

と実践 

・モビリティサービスを支える人材の育成、業態を支える制度の施行・

改善 
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長期的な取組：本格的事業化ステージ（2027 年度以降) 

  先行的事業化ステージで抽出した事業継続のための課題を解決しつつ、

事業としての成立が見込める地域で、広く自動運転をはじめとした新たな

技術を導入するとともに、技術の活用範囲の積極的拡大を図るステージ。 

（重点を置く取組） 

・業態を支える制度の活用・普及と新たなモビリティサービス市場の

確立（ある程度の量的普及も含む） 

・新たな技術をさらに積極的に取り込むための事業改善サイクルの確

立 

・他形態（オーナーカー等）への展開 

 

2.3 施策の評価の視点 
 

以上見てきたように、本ＷＧは、求められる施策を、求められるステージにあわ

せて実現するためのロードマップを策定することを大きな目的としているが、同時

に、各施策が、その相互の相乗効果まで含めて、しっかりと成果を発揮しているか

どうか、進捗度と達成度を評価することも重要である。 

 

 具体的には、各ステージにおいて、以下の三つを、各施策が進捗し効果を上げて

いるかモニタリングする上での重要な視点として、定義することとする。 

① 新たなデジタル技術が事業継続性あるビジネスモデルを確立していること 

② 新たなデジタル技術が事業として継続できる習熟度を確立していること 

③ 新たなデジタル技術を社会が受け入れる制度・ルールが確立していること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  なお、言うまでもないことであるが、こうした新たな技術の事業化・産業化に向

けた施策のロードマップは、同時に、暮らしにおける安全性の確保を図ることを大

前提としたものでなくてはならず、むしろ、その安全性の向上を図る上でも、積極

的に自動運転技術をはじめとしたデジタル技術の導入を図ることを意識しなくては

ならない。 
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また、こうしたロードマップの策定は、各府省庁の施策の前倒しや相乗効果を積

極的に引き出すために行うものであるが、同時に、こうした政府の施策を見える化

することによって、市場にシグナルを送り、適切な時期も含めた投資の誘発を目指

すものであることを、強く意識することが必要である。 

 

なお、以上を踏まえ、ロードマップの形に施策の工程表としてまとめたものが図

１１、図１２となる。その概要を次章で解説することとしたい。 
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図１１．モビリティ・ロードマップ 2024 工程表 
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図１２．自動運転車に係る社会的ルールの実装のための重点施策 工程表 
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3．ロードマップの概要 
 

  上記基本的考え方を基に、現在想定されている各府省庁の施策や取組を、その効

果の発現時期から、短期、中期、長期という段階別に、ビジネスモデル、技術、制

度・ルールの各評価の観点からとりまとめると以下のとおりである。各施策のイメ

ージについては【参考資料５】を参照いただきたい。 

 

3.1 短期的に取り組む施策 
 

3.1.（1）ビジネスモデルの確立 
  (需要を推定する方法の検討) 

・新たな交通サービスを開始する際、効率的な経路選択や、公費を含

め適切な経費負担を検討する際の参考とできるよう、2024 年度に地

域の移動に関する顕在・潜在需要を簡易に推定するとともに、関係

府省庁と連携の上、積極的な需要の掘り起こしにつながる方法を検

討する。【デジタル庁】 

  (事業採算性の検証) 

・一般道における自動運転通年運行事業を 2024 年度に 20 箇所以上に

倍増するとともに、事業としての継続に繋がるよう、事業採算性の

検証の観点に配慮して実証を進める。【経済産業省／国土交通省】 

          (自動運転システムの開発支援) 

・国際的な産業競争力の維持・強化を図るとともに、人流・物流の課

題解決に資する自動運転サービスの確立を目指すため、2024 年度に

自動運転システムの開発支援を加速化する。【経済産業省】 

(資金調達の支援方策の検討) 

・自動運転サービス等の社会実装を促すため、2024 年度に事業者のニ

ーズにより即した資金調達支援方策について、関係府省庁とともに

検討する。【デジタル庁】 

(地域リソースを最大限活用するための地域の関係者の共創（連携・協働）

の推進や、公共交通維持を後押しする柔軟な公的支援制度の検討） 

・地域リソースを最大限活用するための地域の関係者の共創（連

携・協働）の推進については、地域の公共交通リ・デザイン実現

会議において 2024 年 5 月に方策をとりまとめ、地域公共交通維持

を後押しする柔軟な公的支援策を 2024 年中に検討する。【国土交

通省】  

            (乗換・積替等のための集約拠点の整備) 

・デジタルライフライン全国総合整備計画に基づき、ヒト・モノの乗

換・積替、モビリティの充電・駐車に関する人的プロセスを省力化・

自動化するための拠点施設（モビリティ・ハブ）を整備するため、
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関係府省庁と連携の上で、アーリーハーベストプロジェクトにおい

て、整備方法や機能等に係る詳細な検討を 2024 年度に行う。【経済

産業省／国土交通省】 

 

3.1.（2）技術の確立  
       (路車協調システムの検討) 

・車両側のニーズを踏まえて、自動運転の安全性・円滑性の向上のた

め、2024 年度から路車協調による情報提供システム（高速道路にお

ける合流支援・先読情報等の提供）の検証を開始する。【総務省／国

土交通省】 

(V2X 通信規格の検討・策定) 

・路車協調による情報提供システムに必要となる V2X 通信（車と車、

車と道路等との直接通信）に係る通信規格について、2024 年度から

同システムの検証を開始する。【総務省】 

                (V2N 通信環境の検討) 

・自動運転の円滑な運行管理や遠隔監視等に必要となる V2N 通信（携

帯電話網等）について、2024 年度から既存ネットワークを活用した

実証・検証を開始する。【総務省】 

                (自動運転サービス支援道の整備) 

・デジタルライフライン全国総合整備計画に基づき、自動運転車によ

り人や物がニーズに応じて自由に移動できるよう、アーリーハーベ

ストプロジェクトを通じて、ハード・ソフト・ルールの面から自動

運転を支援する自動運転サービス支援道の実装に向けた取組を

2024 年度から開始する。【警察庁／総務省／経済産業省／国土交通

省】 

          (データの統合・相互利活用基盤の検討) 

・社会課題の解決に資するモビリティサービスを実現するため、2024

年度に地域やエリア、プラットフォームごとに分散管理されたデー

タの統合・相互利活用基盤（データスペース）のプロトタイプ開発

を行う。【内閣府】 

 

3.1.（3）制度・ルールの確立 
  (社会受容性向上のための手引きの策定) 

・自動運転移動サービスの社会実装を進めるにあたり、事業者や自治

体が把握すべき項目をまとめた手引きを 2024 年度に策定・公開す

る。【警察庁／経済産業省／国土交通省】 

(走行空間の検討) 

・車両側のニーズを踏まえて、自動運転や交通全体の安全性向上に資

する走行空間（歩車分離等）の在り方検証のため、2024 年度に実証
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実験を行う。【国土交通省】 

(審査手続の透明性・公平性の確保) 

・自動運転への新規参入の促進や拡大等を通じて、社会的受容性の向

上及び事業化の加速を図るため、道路交通法及び道路運送車両法に

基づく走行に係る審査に必要な手続の透明性・公平性を確保するた

めの取組を、関係省庁が連携して 2024 年 6 月に文書としてとりま

とめ、デジタル化を徹底して、それに基づく取組を着実に実行する。

【警察庁／経済産業省／国土交通省】    

(自動運転をめぐる社会的ルールの明確化) 

  ３.４に記載 

 

3.2 中期的に取り組む施策 
 

3.2.（1）ビジネスモデルの確立 
               （主要技術の低コスト化) 

・自動運転に活用される地図の低コスト化等につながる要素技術の開

発を 2025 年度にかけて行う。【経済産業省】 

(自動運転サービス等の導入に向けた指針の策定) 

・自動運転サービス等の地域への導入が円滑に進むよう、2025 年度ま

でに地域のニーズ、社会受容、合意形成上の課題や得られる効果と

計測の考え方を踏まえた計画指針案を作成する。【内閣府】 

（主要技術の低コスト化) 

・ライダーの低コスト化等につながる要素技術の開発を進め、2025 年

度までにライダーの設計試作を実施する。【内閣府】 

                (自動運転車両のリース・レンタルを促す仕組の検討) 

・初期導入費用を低減するため、自動運転車両のリース・レンタルを

促す仕組を、2026 年度までに関係府省庁と検討する。【デジタル庁】 

  (参考となる事例の共有) 

・需要の推定や需要の創出を踏まえて、参考となる事例として共有す

べく、複数業態にまたがる自動運転車両の活用に係る取組を 2026 年

度にかけて行う。【内閣官房／デジタル庁】 

 

3.2.（2）技術の確立 
         (安全性評価環境の構築) 

・実環境では起きにくい環境を再現し、効率的な自動走行実証が可能

となるよう、仮想空間での自動運転評価シナリオや安全性評価環境

を 2025 年度にかけて構築する。【経済産業省／国土交通省】 

          (混在空間における協調型システムの検討・確立) 

・協調型システム（自動走行車両、路側機等）の開発やデータ連携プ
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ラットフォームの設計、技術実証・サービス実証等を行い、2025 年

度までに歩行者や一般車両と混在する空間におけるレベル４自動

運転サービスを実現する。【経済産業省】 

         (複数モビリティの協調制御技術の検討) 

・異なる事業者が提供するモビリティ（サービスロボット、車両やド

ローン等）が協調して安全・円滑に運行できるよう、2025 年度まで

にハード・ソフトの仕様・ルール等を検討する。【デジタル庁】 

  (信号情報提供技術の検討・確立) 

・信号情報配信の高度化のための実証環境を 2025 年度までに構築す

る。【内閣府／警察庁】 

(路車協調システムの検討・確立) 

・車両側のニーズを踏まえて、路車協調による情報提供システム（高

速道路における合流支援・先読情報等の提供）の検証結果を踏まえ、

路車協調システムの仕様の策定を目指す。【総務省／国土交通省】 

(V2X 通信規格の検討・策定) 

・路車協調による情報提供システムに必要となる V2X 通信（車と車、

車と道路等との直接通信）に係る通信規格について、検証結果を踏

まえ、技術基準の策定等を目指す。【総務省】 

 

3.2.（3）制度・ルールの確立 
(審査手続の透明性・公平性の確保) 

・道路交通法及び道路運送車両法に基づく走行に係る審査に必要な手

続の透明性・公平性の確保のために 2024 年 6 月にとりまとめた文

書について、審査事例の増加・蓄積に伴って逐次改定するとともに、

デジタル化を徹底して、審査手続のさらなる利便性向上と効率化を

図る。【警察庁／経済産業省／国土交通省】 

  (モビリティサービスをけん引する人材の育成) 

・地域に根ざしたモビリティサービスの社会実装と持続的運営を実現

するため、サービスをけん引する人材を発掘、育成するプログラム

を 2025 年度までに作成する。【内閣府】 

(走行空間の検討) 

・車両側のニーズを踏まえて、自動運転や交通全体の安全性向上に資

する走行空間（歩車分離等）の在り方に関する実証実験の結果を踏

まえ、2025 年度以降にとりまとめを行う。【国土交通省】 

(自動運転をめぐる社会的ルールの明確化) 

  ３.４に記載 
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3.3 長期的に取り組む施策 
 

3.3.（1）ビジネスモデルの確立 
          (乗換・積替等のための集約拠点の整備) 

・デジタルライフライン全国総合整備計画の下、モビリティ・ハブに

ついて、アーリーハーベストプロジェクトの検討結果を踏まえ、先

行整備地域以外へ横展開を検討する。【経済産業省／国土交通省】 

(自動運転サービス等の導入に向けた指針の策定) 

・自動運転サービス等の地域への導入が円滑に進むよう、地域のニー

ズ、社会受容、合意形成上の課題や得られる効果と計測の考え方を

踏まえた計画指針を 2027 年度までに策定する。【内閣府】 

（主要技術の低コスト化) 

・ライダーの設計試作を元に、2027 年度にかけて関係省庁とも連携し

ながらライダーの高度化に取り組む。【内閣府】 

(参考となる事例の共有) 

・複数業態にまたがる自動運転車両の活用に係る取組等の結果を踏ま

え、業態を超えた自動運転の積極的な活用等を検討する。【内閣官房

／デジタル庁】 

(自動運転がもたらす効果の評価方法の検討) 

・自動運転に対する適切な経費負担を検討する際の参考とできるよう、

自動運転が地域にもたらすソーシャルインパクト（クロスセクター

効果）への貢献度合いを評価する方法を検討する。【国土交通省】 

 

3.3.（2）技術の確立 
                (V2N 通信環境の検討) 

・自動運転の円滑な運行管理や遠隔監視等に必要となる V2N 通信（携

帯電話網等）について、必要に応じて、遠隔監視等のアプリケーシ

ョンに応じた重要スポットにおける通信環境整備を行う。【総務省】 

(自動運転サービス支援道の整備) 

・デジタルライフライン全国総合整備計画の下、自動運転サービス支

援道について、アーリーハーベストプロジェクトの結果を踏まえ、

幹線道路や先行地域と隣接する地域へ拡大を検討する。【警察庁／

総務省／経済産業省／国土交通省】 

         (データの統合・相互利活用基盤の検討) 

・社会課題の解決に資するモビリティサービスを実現するため、地域

やエリア、プラットフォームごとに分散管理されたデータの統合・

相互利活用基盤（データスペース）について、2027 年度までにシス

テム構築・実証を行う。【内閣府】 

(信号情報提供技術の検討・確立) 
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・信号情報配信の高度化のため、交通安全の確保に向けた信号情報の

活用可能性を 2027 年度までに検討する。【内閣府／警察庁】 

 

3.3.（3）制度・ルールの確立 
  (審査手続の透明性・公平性の確保) 

・道路交通法及び道路運送車両法に基づく走行に係る審査に必要な手

続の透明性・公平性の確保のために 2024 年 6 月にとりまとめた文

書について、審査事例の増加・蓄積に伴って逐次改定するとともに、

デジタル化を徹底して、審査手続のさらなる利便性向上と効率化を

図る。【警察庁／経済産業省／国土交通省】 

(モビリティサービスをけん引する人材の育成) 

・地域に根ざしたモビリティサービスの社会実装と持続的運営を実現

するため、サービスをけん引する人材を発掘、育成するプログラム

について、2027 年度にかけて展開する。【内閣府】 

(自動運転をめぐる社会的ルールの明確化) 

  ３.４に記載 

 

3.4 自動運転をめぐる社会的ルールの明確化 
自動運転車が関わる事故が起き得ることも想定しながら、法的責任判断の予測性

を高めることで、安全な自動運転車の普及促進と被害者の十全な救済の確保を目指

すため、基準認証等の具体化等による安全性の確保、事故原因究明等を通じた再発

防止や被害が生じた場合における補償の在り方等に関する検討を進める。【国土交

通省／警察庁／経済産業省／デジタル庁 他】 

 

3.5 ロードマップの具体化 
本 WG では、自動運転をめぐる社会的ルールを含め、施策の工程表（図１１、図

１２）に基づき、関係府省庁連携の下、本ロードマップの具体化・進捗状況を評価

しながら、毎年度、このロードマップの改訂を行っていくことを想定する。 

ロードマップ 2025 に向けては、既に普及している業態に必ずしも縛られない、

モビリティサービスを支える新たな制度の整備に向けた検討を進め、その整備状

況を踏まえながら、追加的に投入することが必要な施策の有無について検証を行

うとともに、デジタルライフライン全国総合整備計画をはじめとする、関係施策と

の同期・連携をしっかりと図りつつ、必要な施策の追加・修正等を行っていくこと

とする。 

また、各関係施策を効果的に執行するため、先行的事業化の地域を設定するなど、

物流を含め、施策間の相乗効果を高めるための方策の検討も、併せて行うこととす

る。 

さらに、自動運転の普及により培われるであろう技術を広く自動運転以外の車

両の安全性向上や生活サービスの向上に活かしていくこととする。    
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参考１：モビリティワーキンググループ 構成員 
 

 

 

 

主査              森 昌文       内閣総理大臣補佐官 

                                （国土強靭化及び復興等の社会資本整備並びに科学技術イノベーション政策その他特命事項担当） 

構成員(有識者)    石田 東生     筑波大学名誉教授・学長特別補佐 

                  岡本 浩       東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役副社長 

                  川端 由美     自動車ジャーナリスト・環境ジャーナリスト 

                  甲田 恵子     株式会社 AsMama 代表取締役社長 

                  越塚 登       東京大学大学院情報学環教授 

                  齊藤 裕       独立行政法人情報処理推進機構理事長 

                                  兼 デジタルアーキテクチャ・デザインセンター長 

                  鈴木 真二     一般社団法人総合研究奨励会 

                                日本無人機運行管理コンソーシアム代表 

                  須田 義大     東京大学生産技術研究所教授 

                                モビリティ・イノベーション連携研究機構長 

                  波多野 邦道   一般社団法人日本自動車工業会安全技術・政策委員会 

                                自動運転タスクフォース主査 

                  日高 洋祐     株式会社 MaaS Tech Japan 代表取締役 CEO 

                  村松 洋佑     一般社団法人ロボットフレンドリー施設推進機構理事 

                  山本 圭司     特定非営利活動法人 ITS Japan 会長 

 

構成員(関係省庁)  内閣府       科学技術・イノベーション推進事務局 統括官 

                  警察庁       交通局長 

                  デジタル庁   統括官（国民向けサービスグループ担当） 

                  総務省       総合通信基盤局長 

                  経済産業省   製造産業局長 

                               商務情報政策局長 

                  国土交通省   公共交通政策審議官 

                               道路局長 

                               物流・自動車局長 
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参考２：ＡＩ時代における自動運転車の社会的ルールの在り方検討サブワーキング 
  グループ構成員 

 

 

 

 

主  査(有識者)          小塚 荘一郎   学習院大学法学部法学科 教授 

構成員(有識者)          稲谷 龍彦     京都大学大学院法学研究科 教授 

                        今井 猛嘉     法政大学大学院法務研究科 教授 

                        落合 孝文     渥美坂井法律事務所 

                                      ・外国法共同事業プロトタイプ政策研究所所長 

                                      ・シニアパートナー弁護士 

                        後藤 元       東京大学大学院法学政治学研究科 教授 

                        酒巻 匡       早稲田大学大学院法務研究科 教授 

                        佐藤 典仁     森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 

                        須田 義大     東京大学 生産技術研究所 教授 

                                      モビリティ・イノベーション連携研究 機構長 

                        髙橋 正人     髙橋正人法律事務所 弁護士 

                        中原 太郎     東京大学大学院法学政治学研究科 教授 

                        西成 活裕     東京大学大学院工学系研究科 教授 

                        波多野 邦道   一般社団法人日本自動車工業会 

                                      安全技術・政策委員会 

                                      自動運転タスクフォース主査 

                        原田 大樹     京都大学大学院法学研究科 教授 

                        藤田 友敬     東京大学大学院法学政治学研究科 教授 

                        横田 知大     一般社団法人日本損害保険協会 

                                      先進自動車技術検討ＰＴリーダー 

                        吉開 多一     国士舘大学法学部法律学科 教授 

オブザーバー(関係省庁)  警察庁        長官官房参事官(高度道路交通政策担当) 

                        金融庁        監督局保険課長 

                        消費者庁      消費者安全課長 

                        法務省        大臣官房参事官(民事担当) 

                                      刑事局刑事課長 

                                      刑事局刑事法制管理官 

                        総務省        新世代移動通信システム推進室長 
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参考３：ＷＧ、ＳＷＧの検討経緯 
 

 

 

 

（ＷＧ） 

第１回（12/ 5）：社会実装に向けた論点 

第２回（ 2/13）：社会実装に向けた施策の方向性 

第３回（ 3/26）：社会実装に向けた施策内容、実施体制 

第４回（ 5/14）：とりまとめ 

 

（ＳＷＧ） 

第１回（12/25）：検討会の背景・目的、現在地の確認、海外制度比較、想定論点等 

第２回（ 1/30）： 法制度全般、事故調査の在り方 

第３回（ 2/27）：法制度全般、刑事責任の論点 

第４回（ 3/29）：法制度全般、刑事責任・民事責任の論点 

第５回（ 4/26）：法制度全般、行政責任の論点、とりまとめの方向性、今後のスケジ 

ュール 

第６回（ 5/23）：とりまとめ 
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参考４：自動運転の実証事業の実施状況 
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参考５：各施策のイメージ 
 

 

 

 

○ 需要を推定する方法の検討 

○ 事業採算性の検証 

○ 自動運転システムの開発支援 

○ 乗換・積替等のための集約拠点の整備 

○ 路車協調システムの検討・確立 

○ 走行空間の検討 

○ V2X 通信規格の検討・策定、V2N 通信環境の検討 

○ 自動運転サービス支援道の整備 

○ データの統合・相互利活用基盤の検討 

○ 自動運転の審査に必要な手続の透明性・公平性を確保するための取組 

○ 主要技術の低コスト化（経産省） 

○ 自動運転サービス等の導入に向けた指針の策定 

○ 主要技術の低コスト化(内閣府) 

○ 自動運転車両のリース・レンタルを促す仕組の検討 

○ 安全性評価環境の構築 

○ 混在空間における協調型システムの検討・確立 

○ 複数のモビリティの協調制御技術の検討 

○ 信号情報提供技術の検討・確立 

○ モビリティサービスをけん引する人材の育成 
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【需要を推定する方法の検討】 
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【事業採算性の検証】 
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【自動運転システムの開発支援】 
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【乗換・積替等のための集約拠点の整備】 
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【路車協調システムの検討・確立（高速道路）】 
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【路車協調システムの検討・確立（一般道）、走行空間の検討】 
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【V2X 通信規格の検討・策定、V2N 通信環境の検討】 
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【自動運転サービス支援道の整備】 
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【データの統合・相互利活用基盤の検討】 
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【自動運転の審査に必要な手続の透明性・公平性を確保するための取組】 
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【主要技術の低コスト化（経産省）】 
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【自動運転サービス等の導入に向けた指針の策定】 
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【主要技術の低コスト化(内閣府)】 
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【自動運転車両のリース・レンタルを促す仕組の検討】 
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【安全性評価環境の構築】 
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41 

 

【混在空間における協調型システムの検討・確立】 
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【複数のモビリティの協調制御技術の検討】 
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【信号情報提供技術の検討・確立】 
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【モビリティサービスをけん引する人材の育成】 
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参考６：「ＡＩ時代における自動運転車の社会的ルールの在り方検討サブワーキンググル

ープ」とりまとめ 
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参考７：官民 ITS 構想・ロードマップ策定後の経緯 
 

 

 

 

 

2017 年 

・道路交通法、道路運送車両法に係る制度整備（遠隔型自動運転システムの公道実証が

可能な環境を整備） 

 

・国主導の各種地域プロジェクトが開始（内閣府、経済産業省、国土交通省） 

 

2018 年 

・自動運転に係る制度整備大綱を策定 

・全国の高速道路を含む自動車専用道路 3 万㎞について、高精度３次元地図を整備 

 

2019 年 

・道路運送車両法及び道路交通法改正（自動運転レベル 3 に対応した制度整備） 

 

2021 年 

・国内自動車メーカーが世界初の自動運転レベル 3 の車両を開発し、国内販売を開始 

 

2022 年 

・道路交通法改正（自動運転レベル 4 に向けた制度整備） 

 

2023 年 

・福井県永平寺町において、日本初の自動運転レベル４での無人自動運転移動サービス

が開始 

・大規模かつ複雑な交通環境での新たな自動運転移動サービスの早期実現に向け、「レベ

ル４モビリティ・アクセラレーション・コミッティ」を設置（経済産業省、国土交通

省） 

 


